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　平成16年4月21日から山梨県および県内市町村では、「電子申請受付システム」によるサービスを開始いたし

ます。このサービスにより、今まで県や市町村の窓口で行なっていた各種申請・届出などの手続きを、皆さんが

お持ちのインターネットに接続したパソコンから行なうことができるようになります。

�これにより、従来の窓口での申請に加え、自宅等から時間を気にせず電子申請ができますのでご活用下さい。

�なお、住民票などの交付物がある場合には、交付物の受け取りは、従来同様に窓口になります。また、電子化

されていない添付書類については、別途郵送していただく必要があります。手数料についても、従来とおり窓口

で支払っていただきます。

�

【山梨県における電子申請受付システムの特徴】

�県と県内全市町村が共同で運用するシステムであるため、１つのポータルサイト（電子申請の際に最初に表示

される画面のこと）から県や市町村の申請・届出を行ったり、行政情報の閲覧ができ、大変便利になります。また、電子申請の

操作に迷った時などにも、電話やメールで気軽に相談できるよう専用のコールセンターを設けます。

�

では、どうすれば電子申請ができるのでしょうか
�電子申請をするためには、次のものが必要です。

�◆ＩＤとパスワード(ポータルから申込みをするとパスワードが自宅へ郵送されます。(なお、ポータルのサー

　　 ビス開始は平成16年4月1日です。URL　http://www.ycma.jp)

�

実際に電子申請でできるものには何がありますか
�4月21日から電子申請ができるものは、県の５つの業務と市町村の５つの業務の１０業務です。今後手数料の

オンライン納付と連動する機能や代理人による電子申請ができるような機能を追加し、住民の皆様の利便性の向

上を図ります。

�

　　★印の申請等については、電子証明書の添付が必要です。(電子証明書については、広報3月号に詳しく記載

　　　してありますのでご覧下さい。)

�

●「電子申請」に関する問い合わせは、山梨県町村総合事務組合　℡０５５－２３５－３２２８へ

●「電子証明書」に関する問い合わせは、町役場総合窓口課　　　℡７２－１１１４へ

平成16年4月21日サービス開始 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

「電子申請」が始まります！「電子申請」が始まります！

山梨県後援名義の使用許可申請書

山梨県知事賞交付申請

医療用具販売業届出★

医療用具販売業廃止届出★

愛宕山こどもの国主催事業の申込み

身体障害者手帳の再交付申請

など29業務を予定

生涯学習・イベント等の申込

みなど10業務を予定

印鑑登録証明書の交付請求★

住民票の写し等の交付申請★

納税証明書の交付申請★

所得証明書の交付申請★

土地・家屋評価証明書の交付申請★

県の手続き

4月からできるもの 平成16年中途からできるもの

市町村の手続き
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 異常があればすぐ届け出を！

�高病原性鳥インフルエンザ
 異常があればすぐ届け出を！

�高病原性鳥インフルエンザ
　アジア地域を中心に鳥インフルエンザが蔓延し、我が国でも、山口県、大分県に続いて京都府においても本病
の発生が確認されています。未だに感染のル－トが確定していないので、養鶏農家はもとより、愛玩鳥を飼育し
ているご家庭でも、ご心配のことと推察いたします。
�愛情を注ぐ愛玩鳥類とのふりあいをいつまでも続けられますよう、管理のポイントなど下記に示しましたの
で参考にして下さい。

１． インフルエンザウイルスの侵入防止
　�①飼育小屋への野鳥の侵入を防止しましょう。

　　②消毒を励行しましょう。

�　　　小屋の周りは消石灰を散布しましょう。

　　　�小屋の消毒には、以下のような消毒薬を噴霧します。

　　　�・塩化ベンザルコニウム（逆性石鹸）：200倍～500倍�

　　　　（200倍＝水1000ccに５cc）に希釈し噴霧します。一般の薬局等で販売されています。　

　　　�・塩素系漂白剤（ハイタ－など）を、まな板を漂白する濃度（水１リットルに、ハイター10cc）�

　　　　　に希釈し噴霧します。

�　　　使用時は、ゴム手袋、マスク等の着用を励行して下さい。

　　　　消毒薬は使用の都度作って下さい。

　　　　�（大きな鶏舎等の場合は、当所にご一報下さればご相談に応じます。）

２． 管理上の注意
　　①理終了後は石鹸で良く手を洗い、うがいを励行しましょう。

�　②排泄物は、速やかに処理し鳥の周りの清潔を保ちましょう。

�　③小屋に入って管理する場合は、専用の靴や服を準備しましょう。

　　④ご心配でしたら、手袋、マスクをつけて管理して下さい。

３． 飼育している鳥あるいは、野鳥が死んでいるのを見つけた場合は、
�　町役場農林課までご連絡をお願いします。　電話番号　（７２）１１１５（直通）�
４． 飼育している鳥を、野山に捨てることは絶対にやめて下さい。

東部家畜保健衛生所  　 　℡０５５－２６２－３１６６
富士河口湖町役場農林課　　 　℡０５５５－７２－１１１５
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進

�
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富士河口湖町における白地地域の建築形態制限
�（容積率、建ぺい率等）について（お知らせ）

　平成１２年５月の建築基準法等の改正に伴い、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域（白地地域）の容積

率や建ぺい率等の建築形態制限が、下記のとおり特定行政庁（県）により実施されることになりました。こ

の制限は全県一斉に施行されるもので、平成1６年５月１７日着工分の建築物から適用になります。

�

　なお、船津・小立地区の市街地（概ね国道１３９号より北側）については、これとは別に用途地域の指定

を検討しています。用途地域が指定されれば、その区域内はそちらの制限を受けることになります。

制限項目 改 正 前
改　　正　　後

容 積 率

建ぺい率

道路斜線

隣地斜線

備　　考

【区域　Ⅰ】 【区域　Ⅱ】 【区域　Ⅲ】

400%

勾配 : 1.5

高さ31m
＋勾配 : 2.5

70%

200%

勾配 : 1.5

高さ20m
＋勾配 : 1.25

70%

400%

勾配 : 1.5

高さ31m
＋勾配 : 2.5

70%

100%

勾配 : 1.5

高さ20m
＋勾配 : 1.25

60%

　ただし、自然公園法に基づく

公園事業（宿舎等）の許可を得

た宿舎等が該当します。

他の建築物は従前通り特別地

域内の規制が適用されます。

注）国立公園特別地域内の建築物は、自然公園法に基づく規制があります。

【区域Ⅰ】：区域Ⅱ、Ⅲを除く町内全域

【区域Ⅱ】：船津、浅川、小立地区の湖畔沿い国立公園特別地域内

【区域Ⅲ】：船津、小立、勝山地区の国立公園普通地域富士山景観形成地域内（概ね東海自然歩道より南側）

（問い合わせ先）

�役場建設課都市計画係

�【電話】72－1179

�県庁建築指導課建築審査担当

�【電話】055―223－1735

�都留建設部建築住宅担当

�【電話】0554―45－7818
※くわしい区域図は、役場に備えてあります。※くわしい区域図は、役場に備えてあります。

区域Ⅰ

区域Ⅰ

区域Ⅲ

区域Ⅱ

区域Ⅰ

区域Ⅰ

区域Ⅲ

区域Ⅱ

区域Ⅰ

区域Ⅱ

区域Ⅲ

凡　　　例
市町村界

都市計画区域

70/200

70/400

60/100
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多量排出事業者の可燃性ごみの一部有料化について多量排出事業者の可燃性ごみの一部有料化について

　生ごみや紙くずなどの可燃性ごみの処理につきましては、現在、富士吉田市及び小諸市の民間業者に委託して

処理しているところです。平成１５年度における処理量は1万トンにも及び費用は直接処理費だけ見ても、2億

5,000万円にも達する見込みです。

　町では、ごみの量を減らすことを目的に、受益者負担の考えに基づき、多量排出事業者に可燃性ごみの処理費

について、その一部を負担していただくことになりました。具体的に申しますと、平成１６年４月から、事業活

動に伴って生じた可燃性ごみの排出量が、１箇月1,000キログラムを超えた場合について、その超えた量に対し

1キログラムにつき４円負担していただくこととしました。

　社会情勢の誠に厳しい折柄ですが、ご理解いただくとともに、ご協力をお願いします。

＜河口湖地区＞

　日　時　　平成１６年４月１８日（日）午前８時３０分～

�　　　　　　　　雨天の場合は中止。防災無線等で連絡します。　　　　

　場　所　　船津地区　　大池公園に集合　　小立地区　　八木崎公園に集合　　　

�　　　　　大石地区　　大石公園に集合　　河口地区　　河口湖美術館駐車場に集合

　＜勝山地区＞、＜足和田地区＞については時間・場所等をチラシでお知らせします。

【例：○○ホテルが４月に生ごみを1,500kg搬出した場合の手数料】

　湖畔を中心に、町全域について一斉に清掃を実施することにより、美化意識の高揚と

河口湖及び西湖の環境美化をはかりましょう。

�これまで河口湖クリーンアップキャンペーンとして行っていたものを、旧河口湖町・

旧勝山村・旧足和田村が町村合併したことにより、そのエリアを拡大して「河口湖・西

湖クリーンアップキャンペーン」として４月１８日（日）に実施するものです。皆様の

ご参加ご協力をお願いします。

河口湖・西湖クリーンアップキャンペーン

○○ホテル

4月に生ごみを1,500kg搬出

 (自己計量又は収集業者計量による)

富士河口湖町役場　環境課

焼却場

手数料額

 (1,500kg－1,000kg)×4円＝2,000円

・手数料算出

・納付書作成

手数料納付

納付書送付

収集業者
又は自分で搬入

焼却場又は
収集業者から
5月10日までに
処理量の
報告
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　“合併による新たなる飛躍”をメインテーマに２月２１日～２９日まで開催され

ました「富士山の日」記念ウィーク催事、前月号でも一部紹介いたしましたが、本

年も皆様のご協力により大成功に終了いたしました。

�２月２１日・２８日は、ホテル・旅館・飲食店よりご提供いただいた廃食用油再

利用の３，７７６本のエコ・キャンドルが、河口湖・西湖湖畔を各地区の観光協会

を始めとする観光団体やＮＰＯ法人フィールズの皆様のご協力により一般観光客も

参加し、幻想的に湖畔を縁取りました。

�またクライマックスを迎えた２８日には、各地区から持ち寄った「合併の灯」（地

区の灯）を富士河口湖ボランティア協会や、町内各ボランティア等のご協力により

２４．５ｍの高さに積み上げられた大焚火に芙蓉太鼓（河口湖）・高尾太鼓（河口湖）・

双龍太鼓（足和田）・富士山やぶさめ太鼓（勝山）の皆様による力強い演奏を合図に点

火され、町内外のお客様を魅了しました。

�２月２２日・２９日には、湖上キャンドルが行われ、河口湖・西湖の各地区で３

００個近いキャンドルが連凧のように湖面に映え、見学していたお客様の歓声の中

で、この「富士山の日」記念ウィークのフィナーレ

を迎えることができました。

�昨年の町村合併により、この“２月２３日は富士山の日”ウィークの催事は、各地区

の小学生・観光協会・旅館組合・食堂組合・各種地区団体また、富士河口湖町議会議員

の皆様のご協力により大成功に終えることができました。ありがとうございました。

�来年も、もっと多くの地域住民の皆様や一般観光客の方々にもご参加していただ

き、富士山とともに生きる町として「富士山の日」条例の啓発・推進を図りたいと

思います。

◆趣　旨

　青木ヶ原樹海・富士河口湖町公認ネイチャーガイド養成講座は、樹海の魅力について正しい知識に基づいて解説

しつつ、極力自然に負荷をかけない楽しみ方を指導できるようなガイドを育成し、町が公的に認定するための講座

です。全６回のカリキュラムを修了し、ガイドにふさわしい知識・技術・モラルを習得したと認められた方を富士

河口湖町公認ネイチャーガイドとして認定します。

�また認定された方には、この４月から西湖コウモリ穴を拠点として青木ヶ原樹海で始まったネイチャーガイドツ

アーの有償ガイド（登録制・交替制）として活動していただくことができます。

�ネイチャーガイドをやってみたいという方の積極的なご応募をお待ちしています。

◆プログラム

◆ガイド認定条件

　　○ 全６回のカリキュラムを全て修了すること

　　○ ガイド実地試験で優秀な成績を納めること

　　○ 年に数回行う研修を継続的に受けること

◆申込み　必要事項を記した申込用紙と、下記内容の提案文を観光課まで提出して下さい

�　　　　　　申込用紙：観光課まで取りに来ていただくか、郵送します。

�　　　　　　提案文テーマ：「自然ガイドについての私の提案」

�　　　　　　　　　　　　　　（400字詰め原稿用紙１枚程度）

�　　　　　　申込期限：４月１５日（木）必着

◆定　員　２０名（提案文による選考）

◆受講費　５，０００円（全６日間のカリキュラム参加費。弁当は各自でご用意ください）

◆連絡先　富士河口湖町観光課（電話　７２－３１６８）

～皆様のご協力により大成功に終了！～

２月２３日は「富士山の日」２月２３日は「富士山の日」

青木ヶ原樹海・富士河口湖町公認ネイチャーガイド養成講座青木ヶ原樹海・富士河口湖町公認ネイチャーガイド養成講座

１回

回数 実施日 場　　　所 形　　　式 内　　　容

4／22木

２回 4／25日

河口湖フィールドセンター 午前：講義　午後：フィールドワーク

筆記試験、フィールドワーク

ネイチャーガイドに関する総合的学習

　　　　　　　　〃 富士山と青木ヶ原樹海の自然環境に関する学習①

　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃

　　　　　　　　〃

　　　　　　　　〃

　　　　　　　　〃

富士山と青木ヶ原樹海の自然環境に関する学習②

　　　　　　　　〃

　　　　　　　　〃

富士山と青木ヶ原樹海の自然環境に関する学習③

富士山と青木ヶ原樹海の自然環境に関する学習④

ネイチャーガイドの実践（ガイド実地試験）

西湖野鳥の森公園,及び青木ヶ原樹海

３回 5／10月

４回 5／16日

５回 5／20木

６回 6／15火
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英
語
だ
い
す

き
！
絵
本
だ
い

す
き
！
の
英
語

絵
本
読
み
聞
か

せ
グ
ル
ー
プ
が

富
士
河
口
湖
町

教
育
委
員
会
生

涯
学
習
課
の
人

材
バ
ン
ク
に
登

録
し
て
い
た
だ

い
て
い
る
13
名

の
方
々
で
結
成

さ
れ
ま
し
た
。

　
３
月
に
結
成
さ
れ
た
ば
か
り
の
女
性
13
名
の
グ

ル
ー
プ
で
す
。
皆
さ
ん
は
、
英
語
が
大
好
き
、
英

語
の
絵
本
を
通
じ
て
外
国
の
文
化
を
子
ど
も
た
ち

に
楽
し
く
伝
え
た
い
と
５
月
の
デ
ビ
ュ
ー
に
む
け

て
準
備
中
で
す
。

　
絵
本
選
び
や
読
み
聞
か
せ
の
学
習
会
も
、
子
育

て
を
し
な
が
ら
の
活
動
で
お
忙
し
い
な
か
パ
ワ
フ

ル
に
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
に
よ
り
英
語
の
絵

本
を
通
じ
て
親
子
の
ふ
れ
あ
い
を
深
め
た
り
、
異

文
化
を
小
さ
い
頃
か
ら
体
験
す
る
こ
と
の
大
切
さ

を
実
感
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
活
動
を
通
じ
て

大
勢
の
皆
さ
ん
に
伝
え
た
い
と
い
う
思
い
を
感
じ

ま
す
。

　
第
１
回
読
み

聞
か
せ
は
５
月

18
日
（
火
）
午

前
10
時
30
分
よ

り
30
分
間
の
予

定
で
富
士
河
口

湖
町
中
央
公
民

館
で
行
い
ま
す
。
絵
本
は
小
さ
な
子
ど
も
の
た
め

の
も
の
と
思
わ
れ
て
い
る
方
で
も
英
語
で
聞
く
と

ま
た
ち
が
っ
た
興
味
が
わ
く
か
と
思
い
ま
す
。
赤
ち

ゃ
ん
か
ら
大
人
の
方
ま
で
絵
本
を
通
じ
て
楽
し
い

ひ
と
時
が
過
ご
せ
る
こ
と
と
大
変
楽
し
み
で
す
。
皆

さ
ま
も
ぜ
ひ
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

　
そ
し
て
、
ブ
ラ
ウ
ン
ベ
ア
ー
の
今
後
の
活
躍
を

期
待
し
ま
す
。
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を
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語
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読
み
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せ
～

英
語
絵
本
読
み
聞
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

「
ブ
ラ
ウ
ン
ベ
ア
ー
」
代
表
井
出
た
か
子
さ
ん

【
相
談
窓
口
の
ご
案
内
】

�

　
　
働
く
女
性
の
み
な
さ
ん
、

　
　
　�

こ
ん
な
こ
と
で
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か

相談の方法

相談窓口へ電話

72－6053

(男女共生・国際係)

相談員と日時の調整

後、相談者に連絡

(早急に)

面接相談

相談員があなたと

一緒に考えながら、

解決の手がかりを

見つけます。

費用は・・・・無料です

　　秘密は・・・・固く守ります

　　　　まず電話をかけてください。　℡72－6053

ご存知ですか？ 「女性なんでも相談」

～
雇
用
均
等
室
で
は
こ
ん
な
相
談
を
受
付
け
て
い

　
ま
す
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◆
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児
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休
業
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事
と
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庭
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立
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相
談
は
無
料
で
す
！

　町では、女性たちが生活していくなかで抱えて

いる心配事や悩みをお聞きする相談所を開設して

います。相談員は、豊かな経験と知識をもち、女

性のいろいろな悩み事の、よい相談相手になって

助言や指導にあたります。また、女性の相談員さ

んですのでお気軽にご相談ください。


